
グローバル・ポイント制度
申請募集！

グローバル教育センター事務部国際交流課
市ケ谷キャンパス 大内山校舎2階／03-3264-4088／global@hosei.ac.jp

制度の仕組み

1. ポイントの対象となるプログラムに参加
2. 参加したプログラムを申請期間内に

オンラインで入力
3. グローバル教育センターが申請内容を

確認のうえ、ポイントを付与
4. 一定数のポイントを獲得した学生を表彰

ポイント付与対象の概要

本学学部生、大学院生の
通学生（専門職大学院生を含む）

申請期間

2026年1月13日（火）

～2月24日（火）

申請資格

オンラインでの参加もポイント対象となります！

• 派遣留学 ・ 短期語学研修
• 国際ボランティア・インターンシップ
• ESOP科目・ERP科目
• グローバル・オープン科目 など

詳細は裏面をご確認ください

POINT

申請方法

下記のURLより申請

https://forms.gle/6TmFPWDheAuqNf4r5

2025年度

スーパーグローバル大学創成支援事業の一環として、2015年度に「グローバル・ ポイント制

度」を開始して以降、継続して実施しています。この制度は、留学や語学研修など、大学が指
定する対象プログラムへの参加についてポイントを付与することで、学生の皆さんがそれぞ
れの活動状況を把握し、今後の学習に役立てることを目的として実施します。

各種プログラムに積極的に参加し、一定のポイント数を獲得した方についてはロールモデル
として表彰します。



ポイント付与対象の詳細

・本学が主催または共催している以下のプログラムを修了していることが条件です。
※履修登録のみ、聴講はポイント付与の対象外です。

・対象期間は2025年4月1日（火）～2026年3月31日（火）です。
※プログラムの修了日（修了予定日）を基準とします。

2025年度プログラム（オンライン実施含む） 単位 ポイント

派遣留学・認定海外留学（半期の場合は５ポイント） 1回につき ８

学部独自の留学プログラム（SA等） 1ヵ月以上 1回につき ５

本学以外の留学プログラム 1ヵ月以上（※1） 1回につき ５

学部独自の留学プログラム（SA等） 1ヵ月未満 1回につき ３

本学以外の留学プログラム 1ヵ月未満（ファースト・チャレンジ奨学金受給者含む）（※1） 1回につき ３

短期語学研修 1回につき ３

国際インターンシップ・国際ボランティア 1回につき ３

グローバルシナジープロジェクト（格差をこえる国際共修 in フィリピン） 1回につき ３

ESOP科目修了（春学期・秋学期）
＊GIS生については、GISのカリキュラムにある乗り入れ科目の場合を除く

1科目につき ３

ERP科目修了（春学期・秋学期・サマーセッション・スプリングセッション） 1科目につき ３

グローバル・オープン科目修了（春学期・秋学期）＊英語学位生は申請対象外 1科目につき ３

ゼミ・授業による海外大学との共同活動・実習等 1科目につき ３

国際会議での発表（※2） 1回につき ３

国際シンポジウム等のサポート（※3） 1回につき ３

グローバル教育センター/グローバル担当主催・共催プログラムの学生ス

タッフ・ボランティア等

【対象】HUBs （Hosei University Buddy system）、HPP （Hosei Promotion Project）、

Language Buddy Project、法政グローバルデイ実行委員、短期日本語・文化プログラム

ボランティア、Hosei Global Challengers Camp メンター、日本語スピーチコンテスト出場

者・ボランティア、留学等説明会サポート、小金井国際交流企画・運営チーム

年度/学期につ
き ３

グローバル教育センター課外講座（ＴＯＥＩＣ/ＴＯＥＦＬ/ＩＥＬＴＳ講座）・多摩 Xin Chao
（シンチャオ）！・異文化理解プログラム2025

1講座につき ２

英語学習アドバイザー参加 1回参加すれば ２

本学が開催する海外大学との交流イベント等への参加 1回参加すれば ２

2024年度（2025年1～2月）にグローバル・ポイントを申請した方 1回につき ２

※1 申請時にプログラム修了が証明できる書面の提出が必要です。
※2「国際会議での発表」については、法政大学が主催または共催したものでなくて構いません。また、開催地は国内・国外を問いません。

指導教員や大学事務が把握しているものに限ります。ここでの国際会議とは、使用言語に外国語がある場合とします。たとえば、
英語のみや日英二か国語で実施される場合です。国際的なテーマであっても、日本語のみによって実施されるものは除きます。

※3「国際シンポジウム等のサポート」は、法政大学が主催または共催した国際シンポジウム、国際的な講演会、海外からのスピーカーや
パネリストを招いた講演会や大使館等の外国機関との共同プログラム等における、運営・実施のサポートがあります。

表
彰

上記期間中10ポイント以上
対象者には、大学より表彰状を授与します。加えて、10ポイント以上獲得した方の内、上位10名には、記念品を
進呈します。 ※表彰については、対象者に別途連絡をいたします。

上記期間中10ポイント未満
10ポイント未満の申請については、毎年度の積極的なグローバル・プログラムへの参加に対するポイントとして、
翌年度の申請時に2ポイントを付与します（10ポイント以上の方も同様です）。
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